
　

令和7年度「選べる学校制度」実施状況について第８号

日野市立図書館日限票広告取扱要綱の制定について

第10期日野市郷土資料館協議会委員の任命の専決処分について

第１３号

第１４号

開催日時

令和７年度第２回教育委員会定例会の開催について

　日野市教育委員会告示第2号により、下記のとおり令和７年度第２回教育委員会定
例会を開催します。定刻までに御参集ください。

第９号

第１０号

教育委員会職員の分限休職について

日野市立学校職員服務規程の一部を改正する規則の制定について

教育委員　各位

 

令 和 ７ 年 ( ２ ０ ２ ５ 年 ) ５ 月 １ ６ 日

日 教 庶 第 １ ４ ３ 号

（公印省略）

日野市教育委員会

教育長職務代理者　髙木　健夫

令和７年(２０２５年)５月２０日(火)   午後２時

開催場所

教育委員会室（５０６会議室）

案件

第１１号

第１２号

第７号 行政情報の公開請求

中教審が学習指導要領改訂作業を進める際、”国を愛する心情”
や”君が代”強制、自衛隊・日米軍事同盟強化等の政策を教化する
一部偏向箇所を、正すよう文科省に意見書を出して頂きたい等の請
願

「日野市立学校の不登校総合対策」について

学校運営協議会委員の任命及び解任の専決処分について

第7-2号

議案

請願

報告事項



　

 



ページ番号

議案第９号

上記議案を提出する。

令和７年５月２０日  提出

教育委員会職員の分限休職について

教育委員会職員に対する地方公務員法第２８条第２項第１号による分限休職を
発令するものです。

《提案理由》

教育長職務代理者　髙木 健夫

日野市教育委員会
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非公開
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ページ番号

議案第１０号

上記議案を提出する。

令和７年５月２０日  提出

日野市立学校職員服務規程の一部を改正する規則の制定について

日野市学校教職員テレワーク実施要綱（令和６年７月１８日　制定）を新たに
制定したことを受け、日野市立学校職員服務規程の一部を改正するものです。

《提案理由》

教育長職務代理者　髙木 健夫

日野市教育委員会
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日野市教育委員会規則第  号 

 

日野市立学校職員服務規程の一部を改正する規則 

日野市立学校職員服務規程（平成元年教育委員会規則第15号）の一部を次のように改正

する。 

第９条に次の２項を加える。 

４ 前３項の規定にかかわらず、職員が情報通信技術を活用して、自宅や出張先等、勤務

校以外における勤務を実施する場合は、帰校することを要しないものとする。 

５ 前項の規定により帰校することを要しない場合の、第２項の所定の手続及び第３項の

報告については、当該職員が次に勤務校に出勤をした際に行うものとする。 

   付 則 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市立学校職員服務規程

の規定は、令和６年７月18日から適用する。 
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日野市立学校職員服務規程の一部を改正する規則の新旧対照表                  ＿は、改正部分を示す。 

新 旧 

第１条～第８条の５ 略 第１条～第８条の５ 略 

（出張） （出張） 

第９条 略 第９条 略 

２、３ 略 ２、３ 略 

４ 前３項の規定にかかわらず、職員が情報通信技術を活用

して、自宅や出張先等、勤務校以外における勤務を実施す

る場合は、帰校することを要しないものとする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、職員が情報通信技術を活用

して、自宅や出張先等、勤務校以外における勤務を実施す

る場合は、帰校することを要しないものとする。 

５ 前項の規定により帰校することを要しない場合の、第２

項の所定の手続及び第３項の報告については、当該職員が

次に勤務校に出勤をした際に行うものとする。 

５ 前項の規定により帰校することを要しない場合の、第２

項の所定の手続及び第３項の報告については、当該職員が

次に勤務校に出勤をした際に行うものとする。 

第10条 以下略 第10条 以下略 
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ページ番号

議案第１１号

上記議案を提出する。

令和７年５月２０日  提出

「日野市立学校の不登校総合対策」について

日野市立学校における不登校に関する総合対策を策定するものです。

《提案理由》

教育長職務代理者　髙木 健夫

日野市教育委員会
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【概要版】日野市立学校の不登校総合対策 教 育 指 導 課
令 和 ７ 年 ５ 月

（１） 策定の目的
日野市では、令和５年度に不登校児童・生徒数が、小学校で２０７人、中学校で３０５人となった。そのような中、市としての不登校対策の考え方や、

取組の全体像を整理する必要性を踏まえ、

を目的に、日野市立学校の不登校総合対策を策定する。

（２）不登校児童・生徒への支援目標
国や東京都の動向、第４次日野市学校基本構想及び日野市の不登校をめぐる状況を踏まえ、以下を目標として、不登校への対応を進めていく。

この実現に向け、日野市教育委員会では、「学校が安心できる場所であること」「一人一人の状況に応じた多様な居場所や支援を通じて、子供を孤立させないこと」を目指して、
不登校の児童・生徒への対応を推進する。

推進に当たっては、日野市教育委員会や学校だけでなく、子供に関わる行政各部門、地域、家庭、フリースクール関係者等が相互に理解や連携をしながら、子供たちの主体的な
進路選択や社会的自立に向け、それぞれの役割を果たしながら取組を進めることを大切にしていく。

全 体 の 方 向 性

日 野 市 の 不 登 校 施 策

（１）日野市の不登校施策の全体像

（２）日野市立教育センター

① 居場所支援 わかば教室

わかば教室は、日野市立学校に在籍する不登校の児童・生徒

だけでなく、日野市に在住している不登校の小学生・中学生の

居場所として活用することができます。

② 相談支援 教育相談室

教育支援コーディネーター等が不登校の児童・生徒及び保護

者の相談支援、学校・地域の居場所等との連携等の支援を行

います。 また、日野市立学校と連携を図り、不登校の児童・生

徒の居場所支援を行います。

（3）発達・教育支援センター「エール」

① 就学相談

② SSWによる家庭への支援・居場所事業

③ 心理相談、言語相談、医療相談等

＜ポイント＞

「社会的自立に向け、学
びにアクセスできない子
供をゼロにする」ことに向
け、日野市の施設や施策
等について具体的な取組
をまとめました。

社会的自立に向け、学びにアクセスできない子供をゼロにする

・日野市として大切にしていく考え方や目標を関係者で共有すること
・講じている様々な施策の位置付けを整理・共有することを通じて、学校、関係機関等の具体的な取組に資すること

＜ポイント＞

日野市の現状や国・都の
状況とを踏まえ、日野市
教育委員会が取り組む
不登校対策について目
標や方向性等を記載しま
した。

（４）中学校における支援 （東京都教育委員会不登校施策）

① チャレンジクラス（不登校対応校内分教室）

② 不登校対応巡回教員

（５）日野市の不登校児童・生徒の居場所等

①子ども包括支援センター「みらいく」

②児童館（市内に１０館）

③子どもたちの居場所・学びあいの場「ほっとも」

※フリースクール等
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日 野 市 立 学 校 の 取 組

（１）魅力ある学校づくり【未然防止】

① 安心・安全な「学びの場」「居場所」づくり

② 児童・生徒による「きずな」づくり

（２）休み始めた児童・生徒への支援【早期発見・早期対応】

① 日頃の丁寧な観察（不登校のサインを見逃さない）

② 情報の共有と校内人材を生かした速やかな初期対応

（気付きから、組織的な対応へ）

※  連続欠席３日の対応

※  連続欠席７日の対応

③ 校内委員会での検討、具体的対応の推進

※  「支援シート」を活用した支援

（３）児童・生徒に合わせた支援【長期化への対応】

① ケース会議による具体的な対応の再検討

② 校内における支援

③ 家庭訪問の実施

④ 校外の関係機関等との連携

⑤ 家庭や保護者を支える

⑥ ＩＣＴを活用した支援

（3）長期間欠席している児童・生徒へ支援 ・・・【長期化への対応】

外部関係機関とも連携した総合的な支援

（2）休み始めた児童・生徒への支援 ・・・【早期発見・早期対応】

早期の気付きと校内共有・組織的対応

（1）魅力ある学校づくり ・・・【未然防止】

第４次日野市学校教育基本構想を生かした 学校づくり等

「児童・生徒を支援するためのガイドブック

～不登校への適切な支援に向けて～」の活用

東京都教育委員会（平成31年3月）

BPSモデル（Bio-Psycho-Social Model）に基づき「身体・健康面」、「心理

面」及び「社会・環境面」という３観点によるアセスメントと関係機関も含んだ

総合的な支援の展開例が提示されています。

・「支援シート」の作成
・ケース会議における多角的支援の視点
・校内の支援体制の見直し、

他機関・専門家と協働（ネットワーク構築）等
関連資料：「活用の手引き」「支援シート」「支援シートの使い方ガイド」

校内教育支援センターとは

学校には行けるけれど自分のクラスには入れ

ない時や、少し気持ちを落ち着かせてリラックス

したい時に利用できる、学校内の空き教室等を活用した

部屋のことです。児童・生徒のペースに合わせて相談に乗ったり学習のサポート

をしたりしてます。日野市立学校内の「校内教育支援センター」には、スクール

カウンセラー等の相談員が、不登校児童・生徒だけでなくその保護者と相談でき

る役割の「教育相談室」と不登校対応を行う「校内登校支援教室」があり、「リ

ソースルーム」等と連携して、環境を整えます。

＜ポイント＞

校内教育支援センター
の充実に向けて取組等
を整理しました。

児童・生徒情報の共有（集約と情報の共有）

毎月、各学校が作成する「出席状況調査」に

は、「学校での様子と対応」「家庭での様子」

「校内委員会による来月の対応方針」を記録する

欄があります。気になる児童・生徒の情報はこちらを活用し、校内委員会で共有

し、検討を経て、全校共有を進めます。児童・生徒個々の状況や支援ニーズにつ

いては的確なアセスメントを行い、支援の目標や方向性、具体的な対応策などを

検討していきます。個々の状況に応じた実効的なチームの体制を構築し、支援に

当たることが求められます。

＜ポイント＞

不登校支援について展
開例等が示されていま
す。

＜ポイント＞

「出席状況調査」の有
効的な活用について記
載しました。

＜ポイント＞

各 学 校 が 、 児 童 ・ 生 徒
個々の状況や支援ニーズ
については的確なアセス
メントを行い、支援の目標
や方向性、具体的な対応
策等を講じることができ
るような取組について記
載しました。

（5）不登校児童・生徒の出席取扱

及び成績評価

（４）校内教育支援センターの整備
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ページ番号

議案第１２号

上記議案を提出する。

令和７年５月２０日  提出

学校運営協議会委員の任命及び解任の専決処分について

日野市学校運営協議会規則（平成２９年教育委員会規則第７号）第８条の規定
に基づく委員の任命及び第１７条の規定に基づく委員の解任について、教育委
員会に諮る時間的余裕がありませんでした。そのため教育長職務代理者専決に
より任命及び解任を行いましたので、報告し承認を求めるものです。

《提案理由》

教育長職務代理者　髙木 健夫

日野市教育委員会
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 学校運営協議会委員の任命及び解任等 

<<日野市立旭が丘小学校>> 

任命・解

任等の

別 

任命・退任の

日 
任期 氏名 住所 備考 

任命・解任等

の理由 

解任 
令和 7 年 

4 月 30 日 
－ 市川 節男  

交通安全協

会支部長 

（地域住民） 

本人申出の

ため 

任命 
令和 7 年 

5 月 1 日 

自：令和 7 年 5 月 1 日 

至：令和 9年 3月 31日 
小阪 尚雄  

交通安全協

会副支部長 

（地域住民） 

上記退任に

伴う後任 

解任 
令和 7 年 

5 月 9 日 
－ 安永 雅幸  

ＰＴＡ会長

（保護者） 

PTA 会長交

代に伴い、

本人より申出

のため 

任命 
令和 7 年 

5 月 10 日 

自：令和 7年 5月 10日 

至：令和 9年 3月 31日 
東 彩子  

ＰＴＡ会長

（保護者） 

上記退任に

伴う後任 

 <<日野市立日野第一中学校>> 

任命・解

任等の

別 

任命・退任の

日 
任期 氏名 住所 備考 

任命・解任等

の理由 

任命の

取消 

- 
（令和 7 年 

4 月 1 日） 
－ 安西 功夫  

自治会長 

（地域住民） 

自治会長交

代に伴い、

本人より申出

のため 

任命 
令和 7 年 

4 月 1 日 

自：令和 7 年４月 1 日 

至：令和 9年 3月 31日 
早川 隆敏  

自治会長 

（地域住民） 

上記退任に

伴う後任 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か
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ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25年法律第 261号)第 3条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有する。 

(任期) 

第 10条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 

2 第 8条第 3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残存期間とする。 

 

（委員の解任） 

第 17条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当する

と認められたときは、委員を解任することができる。 

(1) 第９条第１項及び第２項に違反したとき。 

(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。 

(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。 

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。 

- 13 -



　

 - 14 -



ページ番号

議案第１３号

上記議案を提出する。

令和７年５月２０日  提出

日野市立図書館日限票広告取扱要綱の制定について

税外収入を獲得するため、日野市立図書館日限票広告取扱要綱を制定するもの
です。

《提案理由》

教育長職務代理者　髙木 健夫

日野市教育委員会
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日野市立図書館日限票広告取扱要綱 

令和７年５月２１日制定 

（目的） 

第１条 この要綱は、日野市立図書館（以下「図書館」という。）が図書貸出時に返却日

を明記した日限票に広告を掲載することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（広告の種類及び範囲） 

第２条 日限票に掲載できる広告は、市民生活の利便性の向上に寄与するものであって、

次の各号のいずれにも該当しないものとする。 

(1) 図書館の公共性及びその品性を損なうおそれのあるもの 

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２

条に掲げる営業に該当するもの 

(3) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの 

(4) 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの 

(5) 政治活動、選挙、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの 

(6) 前各号に掲げるもののほか、図書館の広告として適当でないと認められるもの 

（広告の掲載位置等） 

第３条 広告の掲載場所は、日限票（縦14.8センチ×横５センチ）において、図書館が指

定する位置とする。 

２ 広告を掲載する枠の数は、最大１枠までとする。 

（広告の掲載期間） 

第４条 広告の掲載期間は、１カ月を単位とし、同一の広告につき最長12カ月までとする。 

２ 前項の掲載期間については、月の初日から当該月の末日までを１カ月として算定する。 

（広告の規格） 

第５条 広告の規格は、次のとおりとする。 

(1) 縦９センチ以内 

(2) 横４センチ以内 

２ 日限票へ掲載する広告は、高齢者や障害者を含めた多くの人が利用できるように配慮

しなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、教育長が当該広告の都合上特に必要があると認めたとき

は、別に指定する規格において広告を掲載することができる。 
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（広告掲載料） 

第６条 広告の掲載料は、広告１枠につき月額５千円とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同一の広告を６カ月以上連続して掲載する場合の掲載料は、

次の各号に掲げる掲載月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 

(1) ６カ月から11カ月まで 4,500円（月額） 

(2) 12カ月 4,000円（月額） 

（広告主の公募） 

第７条 教育長は、市広報、市ホームページ及び図書館ホームページにおいて広告主を公

募するものとする。 

（広告掲載の申込み及び決定） 

第８条 日限票に広告を掲載しようとする者（以下「申込者」という。）は、日野市立図

書館日限票広告掲載申込書（第１号様式。以下「申込書」という。）を教育長に提出し

なければならない。 

２ 広告掲載の申込みは、申込者１人につき、掲載を希望する期間中１回とする。 

３ 教育長は、第１項の申込書を受理したときは、掲載の可否を決定し、日野市立図書館

日限票広告掲載決定通知書（第２号様式）又は日野市立図書館日限票広告非掲載決定通

知書（第３号様式）により申込者に通知しなければならない。 

４ 広告掲載が適当と認める申込みが、第３条第２項に規定する掲載可能枠を超える場合

は、次に定める順に掲載する広告を決定するものとする。 

(1) 日野市内に事業所等を有する法人、私企業又は自営業に係る広告 

(2) 掲載期間の長い広告 

(3) 前２号に規定する以外の広告 

５ 前項の規定による順序の同じ広告が複数ある場合は、抽選により決定する。 

（広告の版及び版代） 

第９条 前条第３項の規定により広告掲載の決定を受けた者（以下「広告主」という。）

は、教育長が指定する期日までに、広告原稿を提出しなければならない。 

２ 広告主は、広告原稿を作成するに当たっては、掲載する広告のデザインに関して必要

な事項は、事前に図書館と協議しなければならない。 

３ 広告原稿の内容及び作成経費は、広告主の責任及び負担とする。 

（広告掲載料の納付） 
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第10条 広告主は、第８条第３項の規定による広告掲載の決定を受けたときは、教育長が

指定する方法により、教育長が指定する期日までに広告掲載料を全額納付しなければな

らない。 

（広告掲載料の返還） 

第11条 既納の広告掲載料は、返還しない。ただし、図書館の都合により広告の掲載がで

きなくなった場合は、この限りでない。 

（広告主の届出義務） 

第12条 広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、日野市立図書館日限票広告申

込内容変更届（第４号様式）により、速やかに教育長に届け出なければならない。 

(1) 広告の掲載を取り下げるとき。 

(2) 広告を差し替えるとき。 

(3) 広告主の掲載情報を変更するとき。 

(4) 前各号に規定するもののほか、申込書又はその添付書類の記載内容に変更があった

とき。 

（広告掲載の取消し） 

第13条 教育長は、広告主が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告の掲載

期間中であっても、広告の掲載を取り消すことができる。 

(1) 広告主の広告内容が、事前の連絡なく、閉鎖されたとき。 

(2) 広告主の広告内容が、広告掲載申込時から変更され、第２条の規定に反する状態に

至っていると判断したとき。 

(3) 広告主の反社会的行為又は非社会的行為等広告主に関係する事情により、当該広告

主の広告を掲載することが不適当であると判断したとき。 

(4) 広告掲載料を所定期日までに納入しなかったとき。 

(5) 当該広告を掲載することにより、図書館の公共性を害するおそれが生じたとき。 

(6) 広告主から広告掲載の取消しの申出があったとき。 

(7) 前各号に定めるもののほか、教育長が必要と認めたとき。 

（損害賠償請求） 

第14条 前条第２号及び第３号に該当する事由により図書館が被害を被った場合は、市長

は広告主に対し損害賠償請求を行うことができるものとする。 

（委任） 
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第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、令和７年５月２１日から施行する。 
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第１号様式（第 8条関係） 

年   月   日 

 

 

（あて先）日野市教育委員会教育長 

 

 

（申請者） 

 

 

 

日野市立図書館日限票広告掲載申込書 

 

日限票広告の内容 □添付の広告原稿のとおり 

 

□広告原稿未添付の場合はその内容 

  内容： 

 

掲載希望期間       年    月から      年    月まで 

申込みに係る担当者等  

担当部署名： 

 

担当者氏名： 

 

電話番号： 

 

FAX番号： 

 

E-MAIL： 

その他  申込みに当たっては、日野市立図書館日限票広告掲載取扱要綱の内容を遵

守します。 
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第２号様式（第 8条関係） 

第 号 

年   月   日 

 

 

   様 

 

 

日野市教育委員会教育長           印 

 

 

 

日野市立図書館日限票広告掲載決定通知書 

 

 

 

   年    月    日付けで申込みのあった広告の掲載について、日野市立図書館日限票広告

掲載取扱要綱の規定に基づき、下記のとおり掲載をすることに決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１．掲載期間       年     月から      年     月まで 

 

 

２．掲載料金                                円 

 

３．掲載条件     ※掲載にあたっては、次の条件を遵守してください。 

 

(１) 広告原稿を    年     月     日までに提出すること。 

(２) 広告掲載料を日野市が発行する納付書により、納付書発行日から起算して３０日以内に納入

（全額納付）すること。 

(３) 掲載する広告に関する一切の責任は、広告主が負うこと。 

(４) 掲載に関する事項は、担当職員と調整すること。 
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第３号様式（第 8条関係） 

第 号 

年   月   日 

 

 

   様 

 

 

日野市教育委員会教育長           印 

 

 

 

日野市立図書館日限票広告非掲載決定通知書 

 

 

 

   年    月    日付けで申込みのあった日限票への広告の記載について、下記の理由により

掲載できないので通知します。 

 

 

記 

 

 

掲載できない理由 
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第４号様式（第１２条関係） 

年   月   日 

 

 

（あて先）日野市教育委員会教育長 

 

 

（申請者） 

 

 

 

日野市立図書館日限票広告申込内容変更届 

 

日限票広告掲載取扱要綱第 12条の規定により、次のとおり変更します。 

□広告掲載取下げ  □広告の差替え  □その他

（                               ） 

変更後の日限票広告

の内容 

□添付の広告原稿のとおり 

 

□広告原稿未添付の場合はその内容 

  内容： 

 

変更日       年    月    日から      年    月    日まで 

申込みに係る担当者

等 

 

担当部署名： 

 

担当者氏名： 

 

電話番号： 

 

FAX番号： 

 

E-MAIL： 

その他  変更届に当たっては、日野市立図書館日限票広告掲載取扱要綱の内

容を遵守します。 
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ページ番号

議案第１４号

上記議案を提出する。

令和７年５月２０日  提出

第10期日野市郷土資料館協議会委員の任命の専決処分について

日野市郷土資料館条例（昭和６３年条例第２０号）９条第１項の規定に基づく
委員の任命について、教育委員会に諮る時間的余裕がありませんでした。その
ため教育長職務代理者専決により任命を行いましたので、報告し承認を求める
ものです。

《提案理由》

教育長職務代理者　髙木 健夫

日野市教育委員会
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 日野市郷土資料館協議会委員 

 

《日野市郷土資料館協議会委員 解任者》 

氏  名 住所 解任理由 期 

斉藤 境栄  人事異動等のため ２ 

川島 清美  人事異動等のため ２ 

解任日：令和７年３月３１日 

 

《日野市郷土資料館協議会委員 任命者》 

氏  名 住所 備考 期 

菅野 竜也  東光寺小学校校長 新 

伴 光明  日野第三中学校校長 新 

任期 自 令和７年４月１日 

至 令和８年３月３日 

 

 

《日野市郷土資料館条例》 

 (委員の任命及び定数) 

第 9条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が任命する。 

2 委員の定数は、10人以内とし、次に掲げる者で構成する。 

(1) 学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経

験者 8人以内 

(2) 公募による市民 2人以内 

(委員の任期) 

第 10条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

2 委員は、再任を妨げない。 
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請願審査 

 

請 願 

番 号 
請願第７－２号 

受 付 

年月日 
令和７年４月１０日 

件 名 

中教審が学習指導要領改訂作業を進める際、”国を愛する心情”や”君が

代”強制、自衛隊・日米軍事同盟強化等の政策を教化する一部偏向箇所を、

正すよう文科省に意見書を出して頂きたい等の請願 

請願者 

住 所 

氏 名 
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ページ番号

報告事項第７号

このことについて、次のとおり報告する。

令和７年５月２０日  提出

行政情報の公開請求

教育長職務代理者　髙木 健夫

日野市教育委員会
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行政情報の公開請求 

 

 請求日 決定日 請求件名 決定内容 

１ ３月１０日 ３月１８日 

学校保健統計調査「定期健康診

断疾病異常調査票」（令和元年度

から令和 6年度のもの） 

全部公開 
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ページ番号

報告事項第８号

このことについて、次のとおり報告する。

令和７年５月２０日  提出

令和7年度「選べる学校制度」実施状況について

教育長職務代理者　髙木 健夫

日野市教育委員会
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R07.4.22 日野市教育委員会学務課　作成

【小学校】

日野第一小 豊 田 小 日野第三小 日野第四小 日野第五小 日野第六小 潤 徳 小 平 山 小 日野第八小 滝 合 小 日野第七小 南 平 小 旭 が 丘 小 東 光 寺 小 仲 田 小 夢 が 丘 小 七 生 緑 小

学区域内人数 84 151 69 78 162 70 92 94 94 92 95 77 54 67 60 42 55

増  加 4月7日

1 日 野 第 一 小 84 1 2 7 3 13 26 71

2 豊 田 小 151 1 12 1 3 17 14 154

3 日 野 第 三 小 69 3 1 4 13 60

4 日 野 第 四 小 78 7 7 8 77

5 日 野 第 五 小 162 2 7 7 16 21 157

6 日 野 第 六 小 70 2 9 1 1 4 17 1 86

7 潤 徳 小 92 8 2 4 5 6 9 4 38 11 119

8 平 山 小 94 1 8 2 11 9 96

9 日 野 第 八 小 94 10 10 20 5 109

10 滝 合 小 92 2 2 10 84

11 日 野 第 七 小 95 6 9 1 16 13 98

12 南 平 小 77 1 6 7 12 72

13 旭 が 丘 小 54 1 1 4 51

14 東 光 寺 小 67 3 1 4 17 54

15 仲 田 小 60 4 3 9 16 3 73

16 夢 が 丘 小 42 1 1 9 34

17 七 生 緑 小 55 0 14 41

26 14 13 8 21 1 11 9 5 10 13 12 4 17 3 9 14 190

13 17 4 7 16 17 38 11 20 2 16 7 1 4 16 1 0 190

-13 3 -9 -1 -5 16 27 2 15 -8 3 -5 -3 -13 13 -8 -14 - -

71 154 60 77 157 86 119 96 109 84 98 72 51 54 73 34 41 1,436

【中学校】

日野第一中 日野第二中 七 生 中 日野第三中 日野第四中 三 沢 中 大 坂 上 中 平 山 中

学区域内人数 223 186 145 66 200 218 190 99

4月7日

1 日 野 第 一 中 223 3 18 21 24 220

2 日 野 第 二 中 186 2 14 9 1 26 34 178

3 七 生 中 145 5 21 2 1 3 32 27 150

4 日 野 第 三 中 66 3 21 24 9 81

5 日 野 第 四 中 200 2 1 3 39 164

6 三 沢 中 218 13 4 9 26 26 218

7 大 坂 上 中 190 3 7 1 3 14 28 176

8 平 山 中 99 4 20 22 46 5 140

24 34 27 9 39 26 28 5 192

21 26 32 24 3 26 14 46 192

-3 -8 5 15 -36 0 -14 41 - -

220 178 150 81 164 218 176 140 1,327

令和7年度  「選べる学校制度」増減内訳表

増加計 減少計 入学者数

減
少

減少計

増加計

±増減数

入学者数

増加計

増加計

±増減数

入学者数

減少計 入学者数

増  加

減
少

減少計
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